
目

次

告

示

△

出
納
長
の
事
務
の
一
部
委
任

(

審
査
指
導
室)

…
…
…
一

△

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

生
活
衛
生
室)

…
…
…
一

△

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

〃

)

…
…
…
一

△

道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
二

△

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)

…
…
…
二

公

告

△

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(
尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
…
二

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

三

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
百
七
十
一
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
出
納
長
の
事
務
の
一
部
を
委
任
さ
せ
た
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

理
容
師
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
と

し
て
、
次
の
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

主
催
者

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
六
番
五
号

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

二

講
習
期
間

平
成
十
八
年
十
月
二
日
、
十
六
日
及
び
三
十
日
並
び
に
平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日
、
二
十
日
及
び
二

十
七
日

三

講
習
会
場

広
島
市
中
区
基
町
五
番
四
四
号

広
島
商
工
会
議
所

四

講
習
科
目
及
び
時
間
数

五

受
講
料

一
万
四
千
円

広
島
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

美
容
師
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号)

第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
と
し

て
、
次
の
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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広
島
県
立
祇
園
北

高
等
学
校
に
所
属

す
る
次
の
職
員

小
谷

直
美

出
納
長
の
事
務
の

一
部
の
委
任
を
受

け
た
出
納
員

一

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会
計
事
務(

法
第
百
七
十

条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計
事
務
を
除

く
。)

委

任

し

た

事

務

平
成
一
八
年
五
月
一
一
日

委
任
し
た
年
月
日

(
)

内
は
通
信
講
習
を
行
う
時
間
数

衛

生

管

理

公

衆

衛

生

学

講

習

科

目

一
八
時
間(

六
時
間)

九
時
間(

三
時
間)

時

間

数

(定期)

定

第 ４１

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室
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広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

主
催
者

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
六
番
五
号

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

二

講
習
期
間

平
成
十
八
年
十
月
二
日
、
十
六
日
及
び
三
十
日
並
び
に
平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日
、
二
十
日
及
び
二

十
七
日

三

講
習
会
場

広
島
市
中
区
基
町
五
番
四
四
号

広
島
商
工
会
議
所

四

講
習
科
目
及
び
時
間
数

五

受
講
料

一
万
四
千
円

広
島
県
告
示
第
六
百
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
六
月
十
九
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

上
三
永
竹
原
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
六
百
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
六
月
十
九
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

世
羅
西
町
黒
川
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
就
任
及
び
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

(
就
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

谷

矢

進

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
小
国
四
七
三
一－

三

〃

中
門
出

幸

雄

〃

〃

〃

〃

二
七
九

〃

小

林

二

〃

〃

〃

〃

一
九
一
六－

三

〃

横

山

文

三

〃

〃

〃

〃

七
四
九

〃

谷

所

正

規

〃

〃

〃

〃

一
五
八
七－

二
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(
)

内
は
通
信
講
習
を
行
う
時
間
数

衛

生

管

理

公

衆

衛

生

学

講

習

科

目

一
八
時
間(

六
時
間)

九
時
間(

三
時
間)

時

間

数

東
広
島
市
西
条
町
上
三
永
字
風
上
七
六
〇
番
一
地
先
か
ら

東
広
島
市
西
条
町
上
三
永
字
風
上
七
五
一
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
三
・
〇
〇
〜

一
八
・
五
〇

メ
ー
ト
ル

一
三
・
〇
〇
〜

二
〇
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

一
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
〇
・
〇
〇

延

長

幅
員
減
少

不
用
物
件
延
長

一
〇
・
〇
〇
メ

ー
ト
ル

備

考

県
道
上
三
永
竹

原
線 路

線

名

東
広
島
市
西
条
町
上
三
永
字
風
上
七
六
一
番
一
地
先
か
ら

東
広
島
市
西
条
町
上
三
永
字
仙
女
峯
三
四
七
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
六
月
五

日 供
用
開
始
の
期
日

(定期)



〃

上

根

正

憲

〃

〃

〃

〃

四
五
五

〃

中

場

實

男

〃

〃

〃

黒
川
一
七
四
〇－

二

〃

常

國

信

雄

〃

〃

〃

〃

二
九
九

〃

竹

本

道

紀

〃

〃

〃

〃

二
四
二
七

〃

年

宗

守

男

〃

〃

〃

〃

一－

二

〃

槇

橋

正

則

〃

〃

〃

〃

八
四
三

〃

堂

本

春

夫

〃

〃

〃

〃

三
五
八
四

〃

井

上

信

行

〃

〃

〃

〃

四
三
一
〇

〃

見

藤

博

文

〃

〃

〃

〃

二
五
四
八

監
事

上

中

淳

之

〃

〃

〃

〃

一
四
二
〇

〃

鍛

治

一

彦

〃

〃

〃

〃

二
五
〇

〃

久

保

勤

〃

〃

〃

小
国
五
四
三
六

(

退
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

森

川

敏

彦

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
小
国
四
三
三－

三

〃

盛

谷

光

明

〃

〃

〃

〃

八
一
四－

二

〃

小

林

二

〃

〃

〃

〃

一
九
一
六－

三

〃

今

津

時

男

〃

〃

〃

〃

五
八
三
五－
二

〃

谷

所

正

規

〃

〃

〃

〃

一
五
八
七－
二

〃

有

信

高

明

〃

〃

〃

〃

二
〇
二－

二

〃

安

井

善

幸

〃

〃

〃

黒
川
四
〇
一
八

〃

為

平

一

三

〃

〃

〃

〃

三
八
九－

一

〃

山

口

知

良

〃

〃

〃

〃

一
五
二－

一

〃

見

藤

善

行

〃

〃

〃

〃

三
三
三
一－

二

〃

森

政

實

郎

〃

〃

〃

〃

二
五
六
一

〃

向

谷

隆

三

〃

〃

〃

〃

二
一
八
二

〃

脇

重

二

三

〃

〃

〃

〃

一
六
三
九－

一

〃

井

上

信

行

〃

〃

〃

〃

四
三
一
〇

監
事

谷

矢

進

〃

〃

〃

小
国
四
七
三
一－

三

〃

小

迫

保

男

〃

〃

〃

黒
川
三
二
八
九

〃

森

貞

信

雄

〃

〃

〃

〃

一
六
六
五

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

42号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
６
月
５
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

平成18年 6月 5日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 7号

3

6P
0112

6P
0114

6P
0165

6P
0147

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
６
月
５
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
小
柳

ル
ミ
子
Ｘ

Ｔ Ｃ
Ｒ
小
柳

ル
ミ
子
Ｇ

Ｌ Ｃ
Ｒ
小
柳

ル
ミ
子
Ｆ

Ｔ Ｃ
Ｒ
小
柳

ル
ミ
子
Ｇ

Ｓ 型
式
名

同
上

同
上

同
上

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア

代
表
取
締
役
井
置
定
男

(群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七

丁
目

201番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)


